
別記様式１（第４章１関係） 年 月 日

（説明する者）

住所 大阪市北区堂島二丁目2番2号

商号、名称又は氏名 株式会社ケア２１

代表取締役　依田　雅

所属 介護付有料老人ホーム

職名及び氏名 プレザンメゾン明石魚住　管理者

松尾　修司

事業の目的、運営の方針、サービスの提供内容に関する特色等

１．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（住居表示※）

■ １．電車 （ 線 で 分 ）

□ ２．その他 （ ）

□ １．所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 年 6 月 1 日から 年 5 月 31 日まで

□ １．所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 年 6 月 1 日から 年 5 月 31 日まで

□ １．所有権 □ ２．地上権 ■ ３．賃借権 □ ４．使用貸借による権利

期間 年 6 月 1 日から 年 5 月 31 日まで

※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

２．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

■ 法人 □ 個人

）

別添１のとおり

）

別添２のとおり

法人の役員

権原

施設に関する

権原

敷地に関する

権原

電話番号 06-6456-5633

法人・個人の別

商号、名称
又は氏名

（ふりがな）かぶしきがいしゃけあにじゅういち

株式会社ケア２１

住所
（法人にあっては主
たる事務所の所在

地）

（郵便番号 530-0003

大阪市北区堂島2丁目2番2号

2018 2043

登録事項等についての説明書（重要事項説明書）

貸主（甲）

代理人

サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法律第
17条（及び老人福祉法第29条第５項）に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

住宅の名称
（ふりがな）かいごつきゆうりょうろうじんほーむ　ぷれざんめぞんあかしうおずみ

介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン明石魚住

住宅に関する

所在地 明石市魚住町西岡1312番地の1

利用交通手段
山陽電鉄 山陽魚住 駅から 徒歩 10

特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の生活相談員等は、特定施設サービス計画に基づき、入
浴、排泄、食事等のそのほかの日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う事により、要介護状態と
なった場合でも、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るよう援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービス
の提供に努めるものとする。

法人の役員

法定代理人
（未成年の個人
である場合）

商号、名称
又は氏名

（ふりがな）

2018 2043

2018

住所（法人に
あっては主たる事
務所の所在地）

（郵便番号

電話番号

2043



３．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

）

４．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

戸 入居定員 人

㎡

㎡

■ あり □ なし

造 階数 階建

年 6 月 1 日

■ 登録基準に適合している

■ エレベーターを備えている

■ 緊急通報装置を備えている

５．サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

□ 賃貸借契約 ■ その他

□ 法第52条の認可を受けている

■

□ 自立している者 ■ 要支援の者 ■ 要介護の者

別添入居契約書のとおり

入居者からの解約予告期間

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

年 6 月 1 日 から

06-6456-5633

住宅戸数 登録申請対象戸数 55 55

事務所の名称
（ふりがな）かぶしきがいしゃけあにじゅういち

株式会社ケア21

事務所の所在地

（郵便番号 530-0003

大阪市北区堂島2丁目2番2号

地上2

竣工の年月 2018

加齢対応構造等

入居契約の別

入居契約が賃貸
借契約でない場
合には、その旨

利用権方式

居住部分の規模
（最小） 18.27

詳細については、別添３のとおり（最大） 20.12

構造及び設備
共同利用設備

構造 鉄骨

電話番号

終身賃貸事業者
の事業の認可

入居者の資格

次の①又は②に該当する者である。
①単身高齢者世帯
②高齢者＋同居者（配偶者/60歳以上の親族/要介護認定又は要支援認定を受けている60
歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満
の者をいう。）

入居対象者
留意事項

○原則として満65歳以上の方
○要介護の認定を受けている方
○複数入居者における共同生活を営むことに概ね支障の無い方○著しい自傷他傷の
恐れがない方
○常時医療的処置を必要としない方
○身元引受人を定められる方
○当施設入居契約等をご承諾いただける方

入居契約の内容

契約の解除
の内容

貸主から解約を求め
る場合

解約条項 入居契約書第13条

解約予告期間 1ヶ月

1ヶ月

入居開始時期※ 2018



６．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

■ 自ら □ 委託 約 円

□ 自ら ■ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

■ 自ら □ 委託 □ 提供しない 約 円

□ 自ら □ 委託 ■ 提供しない 約 円

約 円

約 円

約 円

約 円

約 円

約 円

共益費に含む

□ あり〔 □ 前払方式のみ □ 前払方式と月払方式を選択可〕 ■ なし

約 円 約 円

約 円 約 円

年 月 日 まで

□ 銀行による債務の保証 □ 信託会社等による元本補てん又は信託

□ 保険事業者による保証保険 □ その他（ ）

■ 指定を受けている ）

□ 指定を受けていない

□ 指定を受けている ）

■ 指定を受けていない

■ 指定を受けている ）

□ 指定を受けていない

詳細につい
ては、別添４
のとおり

特定施設入居
者生活介護等
の提供を受ける
場合の費用は、
次ページのとお
りその他

提供の対価（概算・月額）

高齢者生活支援
サービス

サービスの種類 提供形態

状況把握・生活相談

食事の提供

（最高） 95,000

59,070

入浴等の介護

調理等の家事

健康の維持増進

介護予防特定施
設入居者生活介
護事業所

介護保険事業所番号（ 2872004870

介護サービス情報
（特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは介護予防特定施設入居者生活介護事業
所の指定を受けている場合には、別紙により、介護保険法第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

家賃の概算額
（最低） 95,000

住戸ごとの内容は、別添３のとおり

前払金を支払った
場合の月々の家賃

概算額
（最低）

月分
（最高） 0

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場合をいう。
なお、ここでいう「前払方式」には一部を前払いし、一部を月払いする支払方式（併用方式）を含む。

特定施設入居者
生活介護事業所

介護保険事業所番号（ 2872004870

地域密着型特定施
設入居者生活介護

事業所

介護保険事業所番号（

利用料の改訂にあたっては運営懇談会に諮ることとします。その他、法改正に伴う
料金変更においては、書面による通知に代えさせて頂きます。

前払金※有無

家賃等の前払金
の概算額

（最高）

家賃等の前払金
の返還額の推移

（※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）

前払金の保全措
置の内容

家賃等の費用の
改定

条件

敷金の概算額
（最低） 0

家賃の 0.0

（最高）

共益費の概算額
（最低） 36,300

（最高） 36,300

入院等による不在
時における家賃等
の費用の取扱い

減額なし

家賃等の前払金の
返還債務が消滅す
るまでの期間

家賃等の前払金
の算定の基礎

家賃

サービス提供
の対価

返還額の算定方
法

入居後３箇月
以内の契約
解除等

入居後３箇月
を超えた契約
解除等

手続

経済事情の変動、公租・公課の増額、人件費等を勘案

（最低）

水道光熱費の支
払方法



円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

□ あり ■ なし □ あり □ なし

■ あり □ なし □ あり ■ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

□ あり □ なし □ あり □ なし

□ あり □ なし □ あり □ なし

■ あり □ なし

□ あり〔 □ (Ⅰ) □ (Ⅱ)〕 ■ なし

□ あり〔 □ (Ⅰ)イ □ (Ⅰ)ロ □ (Ⅱ) □ (Ⅲ)〕 ■ なし

■ あり〔 □ (Ⅰ) ■ (Ⅱ) □ (Ⅲ) □ (Ⅳ) □ (Ⅴ)〕 □ なし

：

円

別添４のとおり　　

７．サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

■ 自ら管理 □ 管理業務を委託

管理業務の委託先

）

修繕計画

■ あり □ なし

頃実施予定

56,290

62,760

68,768

75,146

詳細については、別添５のとおり

11,277

19,287

33,398

介護・看護職員の配置率

利用者負担(３割)

16,915

要介護３

要介護４

要介護５

28,931

50,097

利用者負担(2割)利用者負担(1割)

要支援１ 5,639

要支援２ 9,644

要介護１ 16,699

要介護２ 18,764 37,527

入居者継続支援加算

介護職員等処遇改善加算

サービス提供体制強化加算

認知症専門ケア加算

医療機関連携加算

20,920 41,840

22,923 45,846

25,049 50,097

身体拘束廃止未実施減算

生活機能向上連携加算

夜間看護体制加算

看取り介護加算

栄養スクリーニング加算 退院・退所時連携加算

個別機能訓練加算

特定施設入居者生活介護等の費用（該当する場合のみ）

□

特定施設入
居者生活介
護等の月額
費用（介護保
険給付対象
分、１箇月30
日の場合）※

若年性認知症入居者受入加算

口腔衛生管理体制加算

※身体拘束廃止未実施減算、入居継続支援加算、生活機能向上連携加算、個別機能訓練加算、夜間看護体制
加算、医療機関連携加算、口腔衛生管理体制加算、認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算及び介護
職員処遇改善加算を含めて記入すること。

住所
（法人にあっては主
たる事務所の所在

地）

（郵便番号

管理の方法

委託する業務の
内容（契約事項）

商号、名称
又は氏名

（ふりがな）

あり
人員配置が手厚い介護サービスの実
施の有無 上乗せ介護費（月額）

電話番号

10年ごとに防水工事及び外壁改修工事、平成40（2028）年

特定施設入
居者生活介
護等の加減
算の対象とな
るサービスの
体制の有無

■ なし

登録の更新の申請
の日前一年間にお
ける入居者の数及
び退去者の数

入居者の数

退去者の数

人

人

利用者の個別選択によるサービスの費用

計画策定の有無

大規模修繕の実
施予定

その他計画的な
修繕予定

必要に応じ修繕、経年劣化によるものの取替



８．サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

□

□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

□

□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

□

□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

□

□ 同一の敷地内

□ 隣接する土地

９．高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

協力医療機関

）

）

）

）

電話番号 078-927-1514

同一の建築物内

同一の建築物内

同一の建築物内

同一の建築物内

医療機関
の名称

（ふりがな）いりょうほうじんしゃだんいじんかいふくやまびょういん

医療法人社団医仁会ふくやま病院

医療機関
の所在地

（郵便番号 673-0028

診療科目 内科、消化器内科、糖尿病内科、外科、整形外科、消火器外科、緩和ケア内科、緩和ケア外科

兵庫県明石市西明石北町3丁目1番23号

兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-11階

電話番号

診療科目 泌尿器科、緩和ケア内科、リハビリテーション科

連携又は協力
の内容

救急の受入れ

医療機関
の名称

（ふりがな）ていくりにっく

ていクリニック

医療機関
の所在地

（郵便番号 674-0068

078-936-4145

連携又は協力
の内容

訪問診療

診療科目 内科

連携又は協力
の内容

訪問診療

連携又は協力
の内容

救急の受入れ

医療機関
の所在地

（郵便番号 674-0092

医療機関
の名称

（ふりがな）いりょうほうじんわかばかいあかしかいせいびょういん

医療法人若葉会明石回生病院

提供されるサービスの概要 事業所の場所施設の名称

兵庫県明石市二見町東二見549番地1

電話番号 078-942-3555

診療科目 内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・人工透析内科・放射線科ほか

医療機関
の名称

（ふりがな）いりょうほうじんよしだくりにっくみんなのかこがわくりにっく

医療法人吉田クリニックみんなの加古川クリニック

医療機関
の所在地

（郵便番号 675-0017

兵庫県加古川市野口町良野1504番地アベニュー2階

電話番号 079-441-7106



）

）

協力歯科医療機関

）

その他の連携又は協力の相手方（自らが運営する併設施設でない事業所を含む。）

）

10.保健医療サービスを提供する体制に関する事項

11.運営方針

12．登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

別添５－２のとおり

※保健医療サービスを提供する場合に限り記入すること。

歯科医療機関
の名称

（ふりがな）いりょうほうじんしゃだんおはなかいせいしんちゅうおうふぁみりーしか

医療法人社団オハナ会西神中央ファミリー歯科

歯科医療機関
の所在地

（郵便番号 651-2272

兵庫県神戸市西区狩場台3-9-5

電話番号 078-990-4618

連携又は協力
の内容

基本方針及び高齢者住居安定確保計画に沿って適切に運営致します。また弊社の基本方針でもある「安心と安
全」「語り合い」「ゆとり」を達成するために、家庭的な環境と地域住民の方々との交流の下で、日常生活上の支援及
び機能訓練などを行い、健康でいきいきと永く過ごしていただけるように運営致します。

連携又は協力
の内容

建物内での歯科診察

事業所の名称
（ふりがな）

事業所の所在地

（郵便番号

電話番号

保健医療サービスを提供する体制に関する事項

医療機関
の名称

（ふりがな） とだないか・のうしんけいないか

戸田内科・脳神経内科

医療機関
の所在地

（郵便番号 674-0081

兵庫県明石市魚住町錦が丘4-5-1

電話番号 078-947-5575

診療科目 内科

連携又は協力
の内容

訪問診療

診療科目 内科・神経内科・リハビリテーション

連携又は協力
の内容

訪問診療

医療機関
の名称

（ふりがな）いりょうほうじんふたばかいふたばほうもんしんりょうくりにっく

医療法人双葉会ふたば訪問診療クリニック

医療機関
の所在地

（郵便番号 655-0013

兵庫県神戸市垂水区福田4-3-21

電話番号 078-742-6643



13.その他事業運営状況（有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅である場合に作成）

■ あり ）

□ なし

□ 一時介護室へ移る場合

□ 介護居室へ移る場合

□ その他 内容（ ）

□ あり □ なし

□ あり □ なし

面積の変更 □ あり □ なし □ あり □ なし

便所の変更 □ あり □ なし □ あり □ なし

洗面の変更 □ あり □ なし □ あり □ なし

浴室の変更 □ あり □ なし 内容（ ）

別添６のとおり

■ あり

□ なし

■ あり ）

□ なし

■ 耐火建築物 □ 準耐火建築物 □ その他（ ）

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし ■ あり □ なし

■ あり □ なし （年 2 回実施）

避難訓練

変更をお願いする手続の内容

なし

9：00-18：00

078-947-4621

別添「介護付有料老人ホーム（介護予防）特定施設入居者生活介護重要
事項説明書」参照　第15条参照

体調の急変等医療
が必要になったとき
の対応

緊急時には、居室内及び共用施設に設置してあるナースコールを押して通
報して下さい。通報があり次第、職員が速やかに対応します。

緊急やむを得ず身
体的拘束を行う際の
手続

入居者からの苦
情に対する窓口
等の状況

窓口の名称

防火体制

スプリンクラー

自動火災報知設備 消防計画

火災通報設備

耐火構造

追加的費用の有無

消化器 防火管理者

損害保険ジャパン株式会社：賠償責任保険（居宅介護事業者）内容（損害賠償責任保険
の加入状況

緊急時等におけ
る対応方法

事故発生時の対応
別添「介護付有料老人ホーム（介護予防）特定施設入居者生活介護重要
事項説明書」　第13条参照

事故に関する緊急時
対応マニュアルの有
無

入居者からの苦
情に対する窓口
等の状況

窓口の名称

電話番号

対応して
いる時間

平日

土曜日

定休日

日曜・祝日

緊急時等におけ
る対応方法

プレザンメゾン明石魚住　施設長（管理者）

土・日・国民の祝日、8/13～8/17、12/30～1/3

なし

職員体制

体験入居
内容（ 6,600円（税抜6,000円）/1泊食事代込

前払金償却の調整の有無

従前の居住部分か
ら面積又は仕様が
変更になる場合

台所の変更

収納の変更

その他の変更

居住部分（住戸）
の変更に関する

事項※

※住み替えを
行っていない場
合は、記入不要

入居後に居住部分の変更をお願
いする場合

居住部分を利用する権利の取扱い

定休日 土・日・国民の祝日、8/13～8/17、12/30～1/3

株式会社ケア２１　C＆Ｅ支援部

電話番号 06-6456-5633

対応して
いる時間

平日 9：00-18：00

土曜日 なし

日曜・祝日 なし

変更をお願いする判断基準の内容



■ あり ） ■ あり □ なし

□ なし

■ あり 開催頻度（ ）

構成員（ ）

□ なし

□ あり ） □ あり ■ なし

評価機関名（ ）

□ なし

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

■ 希望者に公開 □ 希望者に配布 □ 非公開 □ 未作成

□ 希望者に公開 □ 希望者に配布 ■ 非公開 □ 未作成

（記入日： R6 年 戸 戸 ％

7 月 1 日現在） 人 人 ％

人 人

人 人 人

人 人 歳

人 人 人

人 人 人

人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

（説明を受けた者）

年 月 日 住所

氏名

住所

氏名

乙との続柄

代理人

登録戸数（a） 55 入居戸数（b）

60～64歳

前年度における
退去者の状況

退去先別の人数

要介護３

要支援２

入居率（b/a） 0.0

その他 合計

10年以上15年未満5年以上10年未満

入居者数（d）

85歳～

12 女性 41

入居定員（c） 55

自立 0 要支援１ 5
入居者の状況

入居者
の内訳

事業収支計画書

財務諸表の要旨

入居契約書の雛形

管理規程

財務諸表の原本

1年以上5年未満

要介護
等状態
区分別 5

10

15年以上

要介護４ 4 要介護５

19 要介護２

性別 男性

入居
期間別

解約
事由
の例

死亡

年齢別
75～84歳 5

自宅

～59歳

6

31 平均年齢

65～74歳

5

88.0

事業者側
からの
申し出

解約
事由
の例

6箇月以上1年未満６箇月未満

借主（乙）

運営懇談会

上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条（及び老人福祉法第29条第５項）に基づく書面
による説明を受けました。

兵庫県有料老人ホーム設置
運営指導指針の不適合事項

なし

0.0充足率（d/c）

生前解約
の状況

医療機関

要介護１

社会福祉施設等

年2回

第三者による評価の実施状況

実施日（ 結果の開示

入居希望者への
事前の情報開示

入居者側
からの
申し出

アンケート調査、意見箱等入居者の意
見等を把握する取組の状況

実施日（ 結果の開示



別添 1

役　　員　　名　　簿

よだまさし

やまもとしんご

端山　勝博

えんどうあきお

ふかがいとおる

取締役

取締役

いしかわじゅんいち

依田　雅

よだたいら

依田　平

はやまかつひろ

監査役

奥田　隆司

山本　眞吾

はなおかけんたろう

深貝　亨

おくだたかし

（ふりがな）

取締役

役名等

遠藤　昭夫

監査役

花岡　健太郎

取締役

代表取締役

代表取締役

石川　淳一

氏　　　名

監査役



別添３

１．専用部分の規模並びに構造及び設備等※１

住棟番号 住戸数 住戸番号 月額家賃

完
備

便
所

洗
面

浴
室

台
所

収
納 （戸）

（該当するものを全て記載） （概算額）
　　　　　　　（円）

1 20.12 × ○ ○ × × ○ 2 居室120・223 95,000

1 19.79 × ○ ○ × × ○ 1 居室225 95,000

1 19.27 × ○ ○ × × ○ 3 居室101・201・215 95,000

1 19.26 × ○ ○ × × ○ 1 居室121 95,000

1 19.13 × ○ ○ × × ○ 2 居室112・216 95,000

1 18.96 × ○ ○ × × ○ 1 居室243 95,000

1 18.82 × ○ ○ × × ○ 1 居室235 95,000

1 18.71 × ○ ○ × × ○ 21

居室102・103・105～
108・110・111・122・
125・126・202・203・205
～208・210～213

95,000

1 18.57 × ○ ○ × × ○ 10
居室113・115・116・
117・118・217・218・
220・221・222

95,000

1 18.41 × ○ ○ × × ○ 6
居室123・236～238・
240・241

95,000

1 18.27 × ○ ○ × × ○ 7
居室226～228・230～
233

95,000

※１：住戸の規模並びに構造及び設備のタイプ別にまとめて記載すること。
※２：構造及び設備欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。
　　有りの場合は、○、無しの場合は×を記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に○を記載すること。

２．共同利用設備等

設備等 整備箇所数 想定利用戸数
（戸）

備考

浴室 6 55

台所 7 55

食堂 1 55

居間 1 55

手洗い 4 55

身障者用トイレ 2 55

女子トイレ 1 55

脱衣室 6 55

洗濯室 2 55

※整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。

３．専用部分及び共同利用設備等の利用に当たっての留意事項

28.32 １階、２階

4.93

専有部のＮＨＫ等の受信料は個人負担です。

2階

21.35

１階、２階

11.05 １階、２階

3.18 １階

住宅の規模並びに構造及び設備等

１階、２階

173.06

49.78

構造及び設備※２

合計床面積
（㎡）

39.46

5.04

整備箇所※

1階、2階

1階、2階

1階

専用部分の
床面積

　　　　　（㎡）



１．状況把握及び生活相談サービスの内容

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

□ 医療法人 □ 指定居宅介護支援事業者

□ 社会福祉法人 ■ 指定介護予防サービス事業者

■ 指定居宅サービス事業者 □ 指定介護予防支援事業者

□ 指定地域密着型サービス事業者 □ 上記以外の法人等

□ 医師 人 □ 社会福祉士 人

■ 看護師 人 ■ 介護支援専門員 人

■ 准看護師 人 ■ 養成研修修了者 人

■ 介護福祉士 人 ■ 上記以外の職員 人

人

（ ）

□ 365日対応 □ 次の期間を除く （ ）

時 分 ～ 時 分 人

時 分 ～ 時 分 人

常駐する日 時 分 ～ 時 分

上記以外の日 □ 24時間

分

■ 365日対応 □

時 分 ～ 時 分

約 円

約 円

※： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

人員 1

0

生活相談サービ
スの内容 提供日 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

提供時間

各居室ナースコール

毎食事時の声掛けによる安否確認、夜間巡視による安否確認

通報先

1 回

0 0 24

月額※ 前払金の
算定方法

事務所及びスタッフルーム

別添４

人員

人員

人員

緊急通報サービ
スの内容

サービス提供の
対価（概算額）

1

人員

備考

緊急時における
対応の内容

0

提供形態

商号、名称
又は氏名

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

（ふりがな）

7

人員

30

毎日１回以上の
状況把握サービ
スの提供方法

19

常駐する日

所在地

常駐する時間

人員

サービスを提供
する法人等の別

サービスを提供
する者の人数

合　　計

常駐する場所

隣接する土地

提供時間

□

人員

人員

■

近接する土地
□

□
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問
（近接する土地に常駐する場合のみ）

7

日中

上記以外の時間

30 人員0 19

同一の敷地内

電話番号

通報先から住宅までの到着予定時間

11

人員

毎日

0

前払金

通報方法

0

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打合せにより、主治医、救急隊、家族等へ連絡いたします。



２．食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

□ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する ■ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 食堂 ■ 各居住部分 □ その他 （ ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

■ ３食 □ 入居者が選択 □ 次の食事は提供しない （ ）

■ 厨房で調理 □ 配食サービスを利用 □ その他 （ ）

約 円 円 円 円

※： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

かぶしきがいしゃおいしいりょうり

378 889

前払金の
算定方法

約

59,460 内訳 702夕食

円

674-0084

提供方法

提供形態

商号、名称
又は氏名

前払金

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

078-947-8021

食事提供を行う場所

サービス提供の
対価（概算額）

月額※

提供日

内容

兵庫県明石市魚住町西岡1312番1

調理等

電話番号

内訳：朝378円（税抜350円）、昼781円（税抜710円）、
夕702円（税抜650円）、間食108円（税抜100円）
１日1,969円（税抜1,810円）×30日計算
一部軽減税率適用

※間食代108円（税抜100円）は昼食代に含んで表記しています。

朝食

（ふりがな）

530-0003

電話番号

株式会社　美味しい料理

昼食

大阪市北区堂島2丁目2番2号近鉄堂島ビル10F

06－6456－5626

0

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

備考



３．入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

■ 入浴介護 ■ 排せつ介護 ■ 食事介護

□ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ ■ 円 ／

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 回

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 回

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 月

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

週3回以上の入浴より、1回1時間以内につき、
一般浴は2,500円、特浴は5,000円が発生します。

サービスの種別

特浴介助

入浴（一般浴）
介助・清拭

おむつ代

排泄介助・
おむつ交換

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者
生活介護費を除く）

月額※１

前払金

（ふりがな）

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３）

都度

都度

提供回数等

包含

包含

包含

包含

包含

包含

提供方法

提供日

内容

前払金の
算定方法

包含

通院介助

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

都度

都度

都度

都度

サービス提供の
対価（概算額）

電話番号

電話番号

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

提供形態

商号、名称
又は氏名

※３： 「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

包含

実費

備考

機能訓練

0

0

食事介助

身辺介助（移動・
着替え等）

都度

都度

週3回以上の入浴時には以下の料金は発生します。
　一般浴：2,750円（税抜2,500円）／回
　特浴：5,500円（税抜5,000円）／回
通院介助は、協力医療機関を除きます。

2,750

5,500

2,750



４．調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

■ 365日対応 □ その他 （ ）

■ 調理 ■ 洗濯 ■ 掃除

□ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

※４： 備考欄に利用できる範囲を記入する。

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者
生活介護費を除く）

※３： 「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

居室配膳・下膳

買物代行※４

役所手続き代行

都度

包含 都度

包含 都度

包含

都度

サービスの種別

提供方法

包含

前払金

0

提供日

内容

前払金の
算定方法

月額※１

包含

提供回数等

都度

都度

包含

リネン交換

調理

0

日常の洗濯

居室清掃

包含 都度

備考

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３）

電話番号

商号、名称
又は氏名

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

サービス提供の
対価（概算額）

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地） 電話番号

包含

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

提供形態

（ふりがな）

都度



５．健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

■ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

□ 365日対応 □ その他 （ ）

■ 健康相談 ■ 血圧等の測定 ■ 定期検診 ■ 通院等の付き添い

□ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

■ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり □ なし ■ あり □ ■ 円 ／ 月

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり ■ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし ■ あり □ ■ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

※４： 備考欄に付き添いの範囲を記入する。

包含

都度包含

包含 都度 実費

包含 都度

内容

提供日

包含 都度

提供回数等

都度

都度

2,750

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３）

都度

包含

0

サービスの種別

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

備考
訪問マッサージ（実費精算）
外食（実費精算）

包含 都度

包含 都度

包含

血圧等の測定

入退院の
付き添い※４

前払金

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者
生活介護費を除く）

0

通院の
付き添い※４

定期検診

サービス提供の
対価（概算額）

※３：

電話番号

提供形態

（ふりがな）

電話番号

提供方法

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

健康相談

月額※１ 前払金の
算定方法

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

定期健康診断

生活指導・
栄養指導

服薬支援

「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利



６．その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

□ サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する □ 委託する

（ 郵便番号 ）

（ 郵便番号 ）

□ 365日対応 □ その他 （ ）

約 円

約 円

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

□ なし □ あり □ なし □ あり □ □ 円 ／

※１： サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

※２： 利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割、２割又は３割の利用者負担）。

用の都度払いによる場合に応じてチェックを入れるとともに、都度払い料金を徴収単位を明確にして記入する。

月額のうち定額部分の
料金（特定施設入居者
生活介護費を除く）

包含 都度

包含 都度

包含 都度

包含 都度

個別の利用料で実施するサービス（利用者が全額負担※３） 提供回数等

包含 都度

月額※１ 前払金の
算定方法前払金

（ふりがな）

電話番号

提供日

電話番号

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

提供方法

商号、名称
又は氏名

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

提供形態

※３： 「あり」をチェックしたときには、各種サービス費用が月額の定額部分の料金に包含される場合と、サービス利

備考

サービスの種別

サービス提供の
対価（概算額）

住　　所
（法人にあっては
本業務に係る事
業所の所在地）

特定施設入居者生活
介護費で実施する
サービス（利用者一
部負担※２）

内容



別添５

：入力セル 住宅所在市町 明石市

地域区分 6級地

※１箇月 30 日の場合 1単位の単価 10.27円

1．月額費用

（注）　　　 B C=(A+B)*加算率 D=(A+B)*加算率 E=A+B+C+D F=E*1単位の単価 G=F-F*90/100 H=F-F*80/100 I=F-F*70/100

要支援1 5,490単位 5,490単位 56,382円 5,639円 11,277円 16,915円

要支援2 9,390単位 9,390単位 96,435円 9,644円 19,287円 28,931円

要介護1 16,260単位 16,260単位 166,990円 16,699円 33,398円 50,097円

要介護2 18,270単位 18,270単位 187,632円 18,764円 37,527円 56,290円

要介護3 20,370単位 20,370単位 209,199円 20,920円 41,840円 62,760円

要介護4 22,320単位 22,320単位 229,226円 22,923円 45,846円 68,768円

要介護5 24,390単位 24,390単位 250,485円 25,049円 50,097円 75,146円

（注）若年性認知症入居者受入加算、栄養スクリーニング加算、退院・退所時連携加算、看取り介護加算及び介護職員

　　　処遇改善加算を除く。

（加減算の算定状況）
算定

要支援1 (-18単位/日）

要支援2 (-31単位/日）

要介護1 (-54単位/日）

要介護2 (-60単位/日）

要介護3 (-67単位/日）

要介護4 (-74単位/日）

要介護5 (-80単位/日）

入居継続支援加算 （36単位/日） ※要介護者のみ

（200単位/月）

または ※個別機能訓練加算なしの場合は200単位/月、同加算ありの場合は100単位/月

（100単位/月）

個別機能訓練加算 なし （12単位/日）

夜間看護体制加算 あり （10単位/日） 300単位 ※要介護者のみ

医療機関連携加算 （80単位/月）

（30単位/月）

（Ⅰ） なし （3単位/日）

（Ⅱ） なし （4単位/日）

（Ⅰ）イ なし （18単位/日）

（Ⅰ）ロ なし （12単位/日）

（Ⅱ） なし （6単位/日）

（Ⅲ） なし （6単位/日）

算定

（Ⅰ） あり

（Ⅱ）

（Ⅲ）

（Ⅳ）

（Ⅴ）

算定

特定施設入居者生活介護等の月額費用算定表（介護保険給付対象分）

（183単位/日）

（313単位/日）

（542単位/日）

（609単位/日）

（679単位/日）

（744単位/日）

（813単位/日）

介護職員等特定
処遇改善加算単

位数

利用者負担額
（1割）

（特定施設入居者生活介護事業所（外部サービス利用型を除く）、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
又は介護予防特定施設入居者生活介護事業所（外部サービス利用型を除く）の指定を受けている場合に作成）

介護職員
処遇改善
加算

加算種別

利用者負担額
（3割）

利用者負担額
（2割）

総費用額介護職員処遇
改善加算単位数

(基本単位数＋加減算単位数の計)×3.3％×90/100

(基本単位数＋加減算単位数の計)×3.3％×80/100

総単位数加減算
単位数の計

要介護
状態区分

基本単位数

A

なし

加減算種別

身体拘束
廃止未実施
減算

加減算単位数

生活機能向上連携加算 あり 200単位

認知症専門
ケア加算

サービス
提供体制
強化加算

口腔衛生管理体制加算

加算単位数

(基本単位数＋加減算単位数の計)×8.2％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×6.0％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×3.3％

加算種別 加算単位数

(基本単位数＋加減算単位数の計)×1.8％

(基本単位数＋加減算単位数の計)×1.2％

介護職員等
特定処遇改
善加算

（Ⅰ）

（Ⅲ） あり

地域区分 兵庫県内対象市町 単価

3級地 西宮市、芦屋市、宝塚市 10.68円

4級地 神戸市 10.54円

5級地 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 10.45円

6級地 明石市、猪名川町 10.27円

7級地 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町 10.14円

その他 上記以外の市町 10.00円

自治体様式に令和６年度介護報酬改定後の内容が反映されていないため、

項目や単位数は「（介護予防）特定施設入居者生活介護 重要事項説明書」記載の内容に準じます。



別添５－２
運営方針

該当

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ

■はい

□いいえ
サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措
置を講じる

災害に対応するための仕組みを整備する

事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する

入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の
家族に連絡する仕組みを整備する

入居者間の交流の促進を図る

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービスと、
それ以外の者から提供される福祉サービスを明確に区分する

入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する
情報を、介護支援専門員と共有する仕組みを整備する

基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する

職員の教育及び研修に関する計画を策定する

職員に対して、認知症に関する研修を行う

職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する

地域社会との交流及び連携を図る

項目

重要事項を記載した書面のひな形を公開する

入居及び退去の条件を書面に記載する

入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担
当者の配置を行う

やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委
員会の開催、指針の整備及び研修を行う

入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する

入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する

サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅におい
て提供される福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することがで
きる

入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける



サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト

チェック内容 根拠規定 チェック欄

（１）書面（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れ
る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
を
いう。第五十二条第二項及び第五十四条第二号において同じ。）
を
作成する場合における当該電磁的記録を含む。）によるものであ

法第７条第１項第６号イ

✓

（２）居住の用に供する専用部分が明示されていること
（※単に建物全体を示すのではなく、具体の部屋番号が記載され
ているなど特定されていること）

法第７条第１項第６号ロ

✓

（３）①敷金、②家賃、③高齢者生活支援サービスの提供の対
価、④家賃等（②及び③）の前払金以外の金銭（権利金等）を受
領しないこと
（※①～④が明確に分けられていること）

法第７条第１項第６号ハ

✓

（４）家賃等の前払金を受領する場合には、その算定の基礎が明
示されていること

法第７条第１項第６号ニ

-

（５）家賃等の前払金を受領する場合には、家賃等の前払金につ
いて事業者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還
債
務の金額の算定方法が明示されていること

法第７条第１項第６号ニ

-

（６）入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除さ
れ、又は入居者の死亡により終了した場合には、家賃等の月額
を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は
入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じた額を除き、家
賃等の前払金を返還すること。
　入居者の入居後、３月が経過し、想定居住期間が経過するまで
の間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合
には、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了の日以降
の期間につき日割計算により算出した家賃等の額を、家賃等
の前払金の額から控除した額を除き、家賃等の前払金を返還す
る
こと。

・法第７条第１項第６号ホ
・規則第12条

-

（７）入居者の病院への入院又は入居者の心身の状況の変化を
理由として、当該理由が生じた後の入居者の合意が無く、一方的
に居住部分を変更し、又は契約を解約することができないこと

・法第７条第１項第６号ヘ
・規則第13条

✓

（８）住宅の整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前
払金を受領しないこと

法第７条第１項第７号

✓

（９）家賃等の前払金について、事業者が返還債務を負うこととな
る場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること

・法第７条第１項第８号
・規則第14条 -

（※）根拠規定

法：高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）、規則：国土交通省・厚生労働省関
係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生労働省令・国土交通省令第２号）

別紙４



１．職種別の職員数

※１：業務を委託する場合、委託先の職員についても記載。

２．資格を有している介護職員の人数

３．資格を有している機能訓練指導員の人数

別添６

職員体制

（有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅である場合に作成、
同一法人が運営する他の事業所の職員については記載不要）

職員数（実人数）※１ 常勤換算人数
※１※２※３ 兼務している職種及び人数合計

常勤 非常勤

管理者 1 1

状況把握及び生活相談
サービスを提供する職
員（生活相談員）

1 1

直接処遇職員

介護職員 17 12 5 2

看護職員 3 3 1

機能訓練指導員 1 1 1

計画作成担当者 1 1

栄養士

その他職員

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※３

調理員

事務員

40時間

社会福祉士

介護福祉士 9 5 4

※２：常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務す
　　べき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

※３：特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。

合計

常勤 非常勤

介護支援専門員

合計

常勤 非常勤

実務者研修修了者 3 2 1

初任者研修修了者 3 2 1

作業療法士

言語療法士

看護師又は准看護師 3 3

理学療法士

柔道整復士

きゅう師

あん摩マッサージ指圧師

はり師



４．夜勤を行う職員の人数

時 分 時 分

５．特定施設入居者生活介護等の提供体制

□

□

□

■

６．職員の状況

■  あり □  なし

□  あり

□  なし

□  あり □  なし

夜勤帯の設定時間 19 30 ～ 7 00

看護職員

介護職員

平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 兼務している職種及び人数

状況把握及び生活相談サービスを
提供する職員（生活相談員）

特定施設入居者生
活介護等の利用者
に対する看護・介護
職員の割合
（一般型特定施設以
外の場合、本欄は省
略可能）

契約上の職員配置比率※

 １．５：１以上

 ２：１以上

 ２．５：１以上

 ３：１以上

実際の配置比率

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数）
:

外部サービス利用
型特定施設である
有料老人ホームの
介護サービス提供
体制

ホームの職員数

訪問介護事業所の名称

訪問看護事業所の名称

通所介護事業所の名称

※：広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択

他の職務との兼務

業務に係る資格
資格の名称

区分
看護職員 介護職員 生活相談員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

職名・氏名

管理者

前年度１年間の採用者数

前年度１年間の退職者数

1年未満の者の人数

業務に従事した経験年数

3年以上5年未満の者の人数

1年以上3年未満の者の人数

区分
機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤

10年以上の者の人数

5年以上10年未満の者の人数

前年度１年間の採用者数

前年度１年間の退職者数

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数

1年以上3年未満の者の人数

3年以上5年未満の者の人数

職員の健康診断の実施状況

5年以上10年未満の者の人数

10年以上の者の人数
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介護付有料老人ホーム 

（介護予防）特定施設入居者生活介護 

重 要 事 項 説 明 書 
１ 事業者 
事業者名称 株式会社 ケア２１ 

代表者 代表取締役 依田 雅 

本社所在地 

(連絡先) 

〒５３０－０００３ 

大阪市北区堂島２丁目２番２号 

Tel ０６－６４５６－５６３３(代表) 

Fax ０６－６４５６－５６４２ 

ホームページアド

レス 
http://care21.co.jp 

２ 事業所 

事業所名称 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン明石魚住 

所在地 〒６７４－００８４ 

兵庫県明石市魚住町西岡１３１２番地の１ 

連絡先 TEL：０７８－９４７－４６２１ 

FAX：０７８－９４７－４７２１ 

居室・定員数 ５５室・５５名 

開設年月 ２０１８（平成３０）年６月１日 

指定事業所番号 ２８７２００４８７０ 

３ 事業の類型等の表示 

類型 介護付有料老人ホーム 

一般型特定施設入居者生活介護（混合型） 

サービス付高齢者向け住宅 

居住の権利形態 利用権方式 

利用料の支払い方法 前払い方式+月払い方式 

口座振替※但し、入居前費用は指定口座への振込となります。 

入居時の要件 要支援・要介護 

居室区分 個室５５室 

職員体制 3：1以上 

要介護者及び要支援者 3.0 名に対して職員 1 人以上の割合で職

員が介護に当たります。 

４ 事業の目的および運営方針 

事業の理念 

自分らしく、楽しく、生きる『幸せな生活』 

自己選択：自ら選択できる環境づくりの提供 

生活向上：やりたいことを引き出し実現するための身体づくりと

環境づくりの提供 

社会参加：開かれた活動行事に参加ができる環境づくりの提供 

事業の目的 
株式会社ケア２１が設置する介護付有料老人ホーム プレザンメ

ゾン明石魚住 (以下、「事業所」という。) において実施する指
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定（介護予防）特定施設入居者生活介護事業 (以下、「事業」とい

う。) の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に

関する事項を定めることにより、指定（介護予防）特定施設入居者

生活介護の円滑な運営を図るとともに、利用者の意思及び人格を

尊重し、利用者の立場に立った適切な指定（介護予防）特定施設入

居者生活介護の提供を確保することを目的とする。 

運営方針 

１ この事業所が実施する事業は、利用者に対して、食事、入浴、

排泄等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、通院時及び

退院後の療養上の世話を行う事により、利用者がその有する能

力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよ

うに支援します。 

２ 事業の実施に当っては、介護保険法令及び厚生労働省通知の

内容に沿ったものとします。 

３ 事業の実施に当っては、利用者の人格を尊重し、常に利用者の

立場に立ったサービスの提供に努力し、利用者が必要とする適

切なサービスを提供します。 

４ サービスの提供は、個別の特定施設サービス計画を作成し、利

用者の同意のもとに実行します。 

５ 利用者の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を示

し、予め本人の同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の

精神に立って、個人情報の管理等に努めます。 

５ 職員体制と職務内容 

職種 主な職種内容 

管理者 事業所全体の管理・運営 

生活相談員 生活、介護全般に関する相談・援助 

計画作成担当者 「介護サービス計画」の作成 

看護職員 健康管理 

機能訓練指導員 心身機能の維持向上のための訓練実施 

介護職員 介護サービス全般の提供 

栄養士/外部委託 食事メニュー作成、栄養管理 

調理員/外部委託 調理全般 

事務職員 電話応対、庶務 

清掃職員 事業所内装に係る清掃 

６ 入居条件 

（１）契約時に 65歳以上の介護保険被保険者である方 

（２）要介護又は要支援の認定を受けている方 

（３）常時又は随時介護及び支援が必要な方 

（４）常時医療措置を必要としない方 

（５）感染症に罹患しておらず、他利用者に感染させる恐れの無い方 

（６）自傷他害行為なく、共同生活が可能な方 
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（７）身元引受人を定められる方 

（８）契約書、重要事項説明書を理解し同意いただける方 

 

７ 身元引受人の条件 

（１）利用者全ての債務を連帯して履行の責を負う 

（２）契約終了時の利用者の身柄引き取り 

（３）利用者の治療等に関し、医療機関から同意を求められた際に利用者に変わり手続き

を行う 

（４）利用者の退去時に伴う残置物の処理 

（５）契約終了時に返還金が発生した際、返還金の受領に関する手続き 

 

８ 共用部、居室の利用方法 

事業所の建物及び付帯設備を安全に管理し、良好な環境を維持するため、施設の使用に

あたっては以下の事項をお守りいただきます。 

（１）共用部 

施設名 利用時間 利用方法 

食堂兼 

機能訓練室 

7：00～8：00  朝食 

11：00～12：00 昼食 

17：00～18：00 夕食 

食事の時間は左記の通りです。 

機能訓練及びレクリエーションは左記の時間以

外でもご利用いただけます。 

機械浴室 10：00～17：00 各介護職員の介助により入浴できます。 

個浴室 10：00～17：00 各介護職員の介助又は見守りにより、入浴でき

ます。見守り無に入浴される際は、お申し出くだ

さい。 

洗濯室 随時 家庭用洗濯機をご用意しています。 

談話室 随時 日中活動時間中に他者との交流等でご活用くだ

さい。 

相談室 10：00～17：00 生活相談員等により日常生活のご相談を承りま

す。 

駐車場  来訪者等がご使用の場合は事務室スタッフにお

申し出ください。 

①火災予防 

館内は禁煙です。火災等の非常時には、エレベーターは停止して使用できません。避難

用として、屋外階段が設置され、各階から出ることができます。屋外階段には、私物等避

難の妨げとなる物を置くことのないようお願いいたします。 

年 2回避難訓練を行いますのでご参加下さい。 

②防犯 

外部からの来訪者がある場合は、事務室、またはスタッフまでお申し出下さい。不審者

を見かけたときは、すぐスタッフにお申し出下さい。 

高額な貴重品、現金は事業所に持ち込まないでください。紛失時は事業者及び事業所は

一切責任を負いません。 
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（２）居室 

①火災予防 

施設内は冷暖房の設備を完備していますが、居室内で追加の暖房器具を必要とされてい

る場合は、電気式の安全な暖房器具をお使いになるようお願いします。居室内は禁煙です。 

②災害時の心構え 

地震発生時は、あわてて廊下、階段等に飛び出すことはかえって危険です。大きな地震

のときは落ち着いて行動し、クッションなどで身体を保護するようにして下さい。 

居室で出火した場合は、ナースコールでスタッフルームに通報して下さい。居室にはス

プリンクラーが設置されており、火災発生の際には自動的に作動します。 

また、火災発生時には、スタッフにより避難誘導をいたしますので、落ち着いて行動し

て下さい。消防署の指導によりバルコニー、廊下、階段等に物を置かないようお願いしま

す。事業所は非常災害に備え計画を策定します。計画に基づき定期的に訓練を行います。

事業所外へ避難を行う際は職員の誘導の指示に従ってください。 

③バルコニーの使用 

バルコニーは火災時の避難用通路をかねております。物を置く、洗濯物を干す等避難の

妨げとなるようなことはご遠慮下さい。 

④ゴミ処理 

地域の定める分別方法にご協力下さい。居室及び共用施設の清掃は、スタッフにて行い

ますが、清潔保持にご協力をお願いします。 

⑤防音 

大音量によるテレビ、ステレオ等の使用は他の利用者に迷惑をかける恐れがあります。

お互いに他の利用者の生活を侵さないようご配慮下さい。 

⑥居室の修理、造作、模様替え 

居室の模様替え（居室の造作の改造等を含む）を行いたい場合は、事前に事業所にご相

談下さい。事業所は適否を判断します。 

⑦緊急時の対応等 

緊急時には、居室内及び共用施設に設置してあるナースコールを押して通報して下さい。

通報があり次第、職員が速やかに対応します。 

 

（３）建物利用の注意事項 

 建物設備は共同生活に使用し、賃貸借形式となっています。故意又は過失により修繕費

用が必要となった場合、事業者は利用者にその費用を請求します。以下のような事例が想

定されます。 

・トイレのつまりによる修繕費用 

・壁紙汚損による張り替え費用 

 

（４）衛生管理 

①建物設備の衛生管理、室温管理、また、建物設備に付帯する各種備品類についても清潔

保持に努め、感染症、食中毒の発生を未然に防止します。利用者のみならず、ご家族様等

外部来訪者におかれましても、衛生管理にご協力いただきます。 
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②これらの措置を講じるにあたり、事業所内で感染症対策委員会を開催し、衛生管理、食

中毒、及び感染症に対する指針を定め、日常的な研修、訓練に努め定期的に見直します。

また、保健所の助言、指導を求めるとともに密接な連携を保ちます。 

③事業所内外の感染症、食中毒など発生状況により、建物設備の利用方法、介護サービス

の内容、外部来訪者の対応を変更します。この場合は速やかにその措置を通知します。 

 

９ 運営懇談会 

（１）運営懇談会は、事業所の健全な運営と、利用者の快適で心身とも充実した生活を実

現するために、必要な事項について、意見を交換する場として設けます。 

（２）運営懇談会は事業者を代表する役員等、事業所を代表する役職員及び利用者、利用

者家族、身元引受人の代表者により構成されます。 

（３）運営懇談会は、原則として年２回開催します。但し、定例ほか、事業所と利用者の

双方が必要と認めた場合は、臨時懇談会を随時開催するものとします。 

（４）議題は以下の通りとします。 

①事業者、事業所の運営状況、利用者の状況、要介護者等の状況、サービスの提供状況、

管理費、食費の収支の内容、職員の人員配置等についての状況 

②管理費、食費その他のサービス費用及び利用料の改定 

③契約、重要事項説明書に記載する諸規則の改定 

④利用者の意向の確認や意見交換 

⑤その他特に必要と認められた事項 

（５）懇談会の進行は事業所側にて行います。 

（６）懇談会の議事については、開催の都度、双方の発言の記録を作成し公開します。 

 

１０ サービス内容と料金および利用料について 

（１）介護保険サービス内容 

種類 内容 

食事の介助 

・栄養士が献立を立て食事を提供します。 

（但し、食材料費は給付対象外です。） 

・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるよう配慮しま

す。 

・体調又は利用者の希望により、居室での食事を行う場合があります。 

排せつの介助 

・利用者の状況に応じた適切な排せつの介助、排せつの自立にむけた

援助を行います。 

・おむつを使用する方に対しては適時に交換します。 

・おむつは実費負担となります。 

入浴の介助 

・週２回の入浴または清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴槽を使用した入浴も可能

です。 

・体調不良等、入浴できない方について、清拭等により対応させてい

ただきます。 
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着替え等の介助 
寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮、毎朝夕の着替えを行う

よう配慮します。 

車椅子の移乗介

助 

ベッドから車椅子、車椅子から車両等、移動に制限がかからないよう

に対応させていただきます。 

巡回、安否確認 

日中時間帯（9：00～18：00）に 4回程、夜間時間帯（18：00～9：00）

に 6回程、安否確認を行います。 

睡眠時見守りシステムが設置されている場合、システムを活用し安否

確認の代わりとします。 

生活相談 日常生活における悩み事等、生活相談員が対応させていただきます。 

健康管理 看護職員が主治の医師と連携し、日常の健康管理を行います。 

居室内清掃 
週 4回程日常清掃を行います。シーツ交換は 2週に 1回程行います。 

年１回大掃除を行います。 

洗濯 利用者の状況に応じ対応 

書類作成の援助 
日常生活における手紙文等、書類作成の援助をします。 

専門家に依頼される際は、別途実費負担となります。 

機能訓練 
機能訓練指導員により、身体の状況に適した機能訓練を行い、身体機

能の低下を防止するよう努めます。 

レクリエーショ

ン行事 

施設行事計画に沿ったレクリエーション行事を企画します。 

料金は、「別表 介護保険給付費用」をご確認ください。 

（２）その他付加、選択サービス 

種類 内容 利用料 

行政手続の代

行 

市、区役所での書類の申請交付、申請手続き

等を代行 
実費（交通費等） 

理美容サービ

ス 

委託業者実施する出張理美容をご利用いた

だけます。 
実費負担 

付添、送迎 
遠隔地の病院への通院等にかかる付添、送迎

サービス。 

2,640円（税抜 2,400円）

/1時間あたり 

入浴介助 
週 3回以上の一般浴での入浴の場合に発生。 2,750円(税抜 2,500円） 

週 3回以上の特浴での入浴の場合に発生。 5,500円(税抜 5,000円） 

治療食・特別食 

慢性病等のため又は一時的に治療食の必要

な方には医師の指示を受けて治療食を、お祝

い事等には、要望、予算に応じ特別食を提供

します。 

応相談 

慢性疾患管理 
かかりつけ医が定期的に往診し、利用者の状

態に応じて必要な処置を行います。 
実費負担 

定期健康診断 

かかりつけ医、又は自治体が実施する定期健

康診断を利用して定期的に健康管理を行い

ます。 

実費負担 
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服薬支援 
提携薬局の薬剤師による服薬管理指導、事業

所内で薬の保管を行います。 
実費負担 

文書作成 専門家による文書作成 実費負担 

金銭管理 

日常生活で利用する嗜好な費用の現金預か

り。原則、利用者、家族等に管理して頂きま

すが、利用者が希望し、事業所が必要と認め

た場合対応します。 

徴収しない 

大型、特殊ごみ

の収集 

通常のごみ収集で対応できない大型、特殊ご

みの処理費用となります。 

なお、退居後、残置物を引き取らず事業者が

処理をした場合、その費用は請求対象となり

ます。 

実費負担 

その他の内容、費用は「別表 介護保険給付外費用」をご確認ください。 

（３)料金の請求方法 

サービスを利用していただいた場合、翌月２０日までに届ける請求書により、前月分の

利用料等を請求いたします 

（４）料金の支払方法 

利用料は次の何れかの方法によりお支払いいただきます。 

①口座自動振替によるお支払い(振替手数料は不要です。) 

※原則、請求月の２８日に口座引落しさせていただきます。 

②事業者指定口座への送金によるお支払い(振込手数料が必要です。) 

※入居前費用は、口座自動振り替えでなく、入居日前日までに送金して下さい。振込完了

後連絡願います。事業所の着金確認と共に契約が有効となります。金融機関休業日の場

合、休業日前日に送金してください。 

※事業者指定口座は以下のとおりです。 

指定口座 

金融機関 ： りそな銀行 

支店名  ： 天六支店 

預金種目 ： 普通 

口座番号 ： １５１５０５１ 

口座名  ： 株式会社ケア２１   

（５）利用料の改訂にあたっては運営懇談会に諮ることとします。その他、法改正に伴う

料金変更においては、書面による通知に代えさせて頂きます。 

 

１１ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者およびその家族等に関する秘密の保持について 

①事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者およ

びその家族等に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

②この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。なお、秘密を保持する義

務は、従業者の退職後についても同様とします。 

（２）個人情報の保護について 
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①事業者は、利用者およびその家族等から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議において、利用者およびその家族等の個人情報を用いません。 

②事業者は、利用者およびその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については、

善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏えいを防止するも

のとします。 

③事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに

応じてその内容を開示します。開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負

担となります。 

④当該個人情報について利用者又はその家族等から訂正・削除等の依頼があった場合に

は、依頼者が本人であることを確認したうえで、事業者の規定に従い、速やかに対応する

ものとします。 

 

１２ サービス内容に関する相談・苦情について 

(１)相談・苦情の窓口は以下のとおりです。 

【事業所の窓口】 

受付時間…9：00～18：00 

休 業 日…土・日・祝及び 

8/13～8/17、12/30～1/3 

事業所名 介護付有料老人ホーム プレザンメゾン明石魚住 

受付窓口  管理者  

Tel    ０７８‐９４７‐４６２１ 

Fax    ０７８‐９４７‐４７２１ 

【事業者の窓口】 

受付時間…9：00～18：00 

休 業 日…土・日・祝及び 

8/13～8/17、12/30～1/3 

受付窓口  株式会社ケア２１ Ｃ＆Ｅ支援部 

所 在 地  大阪市北区堂島２丁目２番２号 

近鉄堂島ビル 10階 

Tel     06—6456-5633 

Fax     06—6456-5642 

【市町村の窓口】 

受付時間…8：55～17：40 

休 業 日…土・日・祝及び 

   12/29～1/3 

受付窓口  明石市 福祉局 福祉施設安全課 

所 在 地  明石市中崎１-５-１ 

Tel     ０７８－９１８－５２７９ 

 

【公的団体の窓口】 

受付時間…8：45～17：15 

休 業 日…土・日・祝及び 

   12/29～1/3 

公共団体名 兵庫県国民健康保険団体連合会 

受 付 窓 口 介護サービス苦情相談窓口 

所 在 地 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９−１ 

Tel     078-332-5617 

 

(２)苦情処理の体制および手順 

①利用者は、事業者及び事業者提供するサービスに関して、いつでも苦情を申立てるこ

とができます。 

②事業者は、利用者から苦情の申し立てがなされた場合、対応する責任者を定め、迅速か

つ誠実に必要な対応を行います。 

③事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として、何らかの不利益な取

り扱いをすることはありません。 
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１３ 事故発生時の対応 

事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町

村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。また、利

用者に対する賠償すべき事故が発生した場合には、その責任の範囲において、損害賠償を

速やかに行うものとします。 

 

１４ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打合せにより、主治医、救急

隊、家族等へ連絡いたします。 

親
族
等 

氏名① 
 

 
ご関係 

 

連絡先 

(電話等) 

 

住所 
 

 

氏名② 
 

 
ご関係 

 

連絡先 

(電話等) 

 

住所 
 

 

主
治
医
等 

氏名① 
 

 

診療 

所名 

 

連絡先 

(電話等) 

 

所在地 
 

 

氏名② 
 診療 

所名 

 

連絡先 

(電話等) 

 

所在地 
 

 

(注) 該当者がいない場合は、空欄にせずその旨を記載してください。(「該当なし」「な

し」「／」等) 

 

  



１０ 

YH 明石魚住―2024/10/1 

１５ 身体的拘束等を行う際の手続き 

（１）事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得

ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。 

（２）事業者は身体拘束防止に関し、次の方針を定めすべての従業員に周知徹底し身体拘

束ゼロを目指します。 

①身体拘束を必要としない状態の実現を目指し、事業所が一丸となって身体拘束防止

に取り組みます。 

②利用者の人格を尊重し、すべての従業員が身体拘束防止に関して共通の認識と行動

を持つように努めます。 

③利用者の安全を確保する観点から、利用者の身体的・精神的自由を安易に妨げませ

ん。 

④万が一にやむを得ず安全を優先して、身体拘束を行う場合は、極めて限定的に行いま

す。 

（３）事業者は、利用者に対して適切な判断と具体的な対応を図るため、事業所内に身体

拘束適正化検討委員会（以下、「委員会」という。)を設置します。 

①委員会は、3ヶ月に 1回以上開催し、利用者に対する身体拘束廃止及び緊急やむを得

ない場合の身体拘束の必要性について検討・協議し、身体拘束実施後は解除に取り組み

ます。ただし、必要時には委員会を随時に開催します。 

②委員会は、管理者、生活相談員、計画作成担当者、介護職員、看護職員、及び第三者

又は専門家で構成します。 

（４）利用者の身体拘束を行う必要性が生じた場合、委員会は、次の 3 要件に基づき検討

します。 

・切迫性・非代替性・一時性 

（５）やむを得ない事由により実施した場合は、適正化に向け、解除に向けて検討、協議

します 

（６）利用者が前条の 3要件をすべて満たしていると委員会が判断した場合は、遅滞なく、

従業員に対し、次の内容を指示します。 

①身体拘束その他行動制限は、利用者又は家族に文書で詳細に説明し、同意を得て行い

ます。 

②利用者に身体拘束その他行動制限を行う場合は、その内容、時間、利用者の心身の状

況を記録します。 

③身体拘束その他行動制限は、記録に基づいて継続的にカンファレンスを行い、早期に

解除すべく努力します。 

（７）事業者は、新規採用時及び採用後は年間研修計画に沿って年２回身体拘束防止研修

を実施します。 

（８）事業者は、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、掲示等の方法により内外に

周知します。 

 

１６ 虐待防止に関する事項 

事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、人権教育及び虐待防止に関す

る研修を実施、受講させることや、内部通報制度を設けるなど、必要な体制の整備及び、
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措置を講じます。また、事業者は虐待等の事実を発見した場合は、速やかに行政窓口等へ

報告します。 

①虐待防止に関する責任者は管理者とし設置しています。 

②成年後見制度の利用を支援します。 

③苦情解決体制を整備しています。 

④従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

⑤介護サービス相談員を受け入れます。 

⑥サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに、これを市町村

に通報します。 

⑦虐待防止委員会を設置し、虐待防止のための計画づくり、虐待防止のチェックとモニ

タリング、虐待発生後の検証と再発防止策の検討を行います。また、併せて虐待防止委

員会の中でも身体拘束適正化委員会も実施し、同様の措置を図ります。 
⑧新規採用時及び採用後は年間研修計画に沿って年 1回虐待防止研修を実施します。 

⑨高齢者虐待防止のための指針を整備し、掲示等の方法により内外に周知します。 

 

１７ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等 

 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図

るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会を定期的に開催します。 

 

１８ 面会時間及び外出・外泊等について 

面会時間 原則として営業時間内（午前９時から午後６時）にお願いします。 

外出・外泊等の取

扱い 

外出又は外泊をご希望される際には事前に事業所管理者へお申し出

ください。 
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重度化対応・終末期対応に係る指針 

 
1. 目的 

この指針は、株式会社ケア２１（以下「事業者」という。）が設置する介護付有料老人ホ

ーム プレザンメゾン明石魚住（以下「事業所」という。）において、利用者の加齢や病状

による衰弱・重度化を認めたときに、利用者及びその家族が希望される「看取り」を積極

的に支援していくため、関係者と協力対応するにあたり事業所の指針を定める事により、

より適切な介護サービスの提供に資することを目的とします。 

 

2. 理念 

事業所は、医師の診断のもと、利用者が近い将来死が避けられない状態になった時に、

最期の場所としての役割を果たし、利用者の意思ならびにその家族の意向を最大限に尊重

して看取り介護を行います。死を早めることも、死を遅らせることもしない、自然に訪れ

る死を支える方法で介護を行います。事業所における看取り介護を希望される場合、利用

者及びその家族に対する支援を最後まで継続し、責任を持って行います。 

 

3. 重度化した状態・終末期の判断 

利用者及び家族の意思の下、主治医の判断を基本とします。 

①老衰や癌末期、その他多様な疾患の重度化において積極的治療を必要としない場合や

希望されない場合。  

②利用者及び家族が施設においての「看取り」を希望している場合。 

 

4. 看取り時のケア・対応について 

【身体的ケア】 

①緩和ケア（医師の指示に基づき、症状の緩和ができるよう対応します。） 

②身体の清潔保持の援助・日常生活の援助 

③褥瘡予防 

【精神的ケア】 

①不安や寂しさを緩和できるようこまめな訪室と声掛けを行います。 

②安心感を持って頂けるような対応を心がけます。 

③家族や親しい人との時間がもてるように配慮します。 

【家族への支援】 

①コミュニケーションを密にとり、利用者・家族の意向に沿った支援を心がけます。 

②利用者の状態や経過について報告します。 

③医師の病状説明のセッティングを希望に合わせて行ないます。 

 

5. 看取り体制 

（１）自己決定と尊厳を守る看取り介護 

①自己決定と尊厳を守るために、利用者及びその家族に対し事業所における看取り介護

の基本理念を明確にし、生前に意思確認をして同意を得ます。（状況に合わせ繰り返し

説明を行い、意思の確認を行います。） 

②利用者の意思確認ができない場合 

・家族等が利用者の推定意思を尊重し、利用者にとっての最善の方針をとることを基本

とします。 

・家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・介護に携わるすべての職種に委ねる場

合には、利用者にとっての最善の方針をとることを基本とし心がけます。 
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③医師により医学的に回復の見込みがないと判断されたときに、看取り介護を開始しま

す。 

④看取り介護の実施にあたっては、その都度、利用者及びその家族の同意を得ます。 

⑤看取り介護においてはその介護に携わる全ての職種が協働し適切に行うため、多職種

で連携の上看取り介護計画書を作成し、看取り介護をより適切に行うために、必要に

応じて適宜、計画内容を見直し、変更を行います。その際には、利用者及びその家族に

十分な説明を行い、同意を得てその都度文書にまとめておくものとします。 

 

（２）事業所における看取り 

①病状説明を家族と共に施設長（ケアマネジャー、看護師）が受けます。 

②特に施設における医療体制の理解を得て、協力医療機関との連携を図り対応している

ことや看護師の体制、可能な医療行為などの説明を十分に実施します。 

③施設での看取りを利用者及び家族が希望しているのか確認を医師と共に行います。 

④施設及び医療機関、訪問看護（必要時）薬局が協働して看取りケアの状況について協議

します。 

⑤施設で看取りを行うことが決定した時は、「看取り指針」の内容を再度ご家族に説明を

します。 

⑥適宜ケアプランの見直しを行ったうえで、利用者及び家族に説明を行い看取りケアプ

ランについて同意を得ます。 

⑦看取り介護開始時に看取りの同意書を得ます。 

 

（３）医師・看護師体制 

①看取り介護の実施にあたっては、利用者の主治医と看護師、その他すべての職種で情

報の共有化を図り、看取り介護の協力体制を築きます。 

②看護師は利用者の主治医の指示を受け、利用者の安らかな状態を保つように状態把握

に努め、介護職と共に必要な介護を行います。また、日々の状況等について利用者の家

族に対して随時説明を行い、その不安等の解消に努めます。 

③利用者の主治医による看取り介護の開始指示を受けて、多職種により看取り介護計画

書を作成し実施します。 

④夜間は、施設看護師と訪問診療医療機関の主治医へ連絡を取り、病状の経過報告をし

て指示に基づき対応します。 

⑤有料老人ホームは医療機関ではないため、基本的に医療行為を行うことはできません。

点滴等が必要な場合は、医師の指示の下により、特別指示書の範囲内で訪問看護ステ

ーションと利用者との契約することで、点滴等の医療行為を受けることができます。 

 

（４）看取り介護体制に関する記録 

看取り介護に係る以下の記録等を整備します。 

①看取り介護同意書 

②医師の指示内容 

③看取り介護計画書作成および経過観察記録 

④ケアカンファレンスの記録 

⑤臨終時の記録 

⑥看取り介護終了後のカンファレンス会議録 

 

（５）看取りに関する職員教育 

よりよい看取り介護を行うために、研修等により死生観教育を実施し、看取りの理解を

深めることに努めます。 
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6. 重度化体制 

（１）急変時等状態悪化時は、『重要事項説明書』に記載する関係機関と連絡調整を行い、

利用者に次の対応を行います。 ※DNAR 意思を確認済みの利用者を除く 

①生命の危機状態等にあると客観的に判断した時は、救急車の要請。 

②救急要請時、救急対応者の指示を受けて蘇生や応急処置の実施。 

③施設内従業員で利用者の家族へ報告、連絡。 

④救急車にて医療機関へ搬送。 

 

（２）生命危機とは判断しない状態で、医師又は看護師に報告を行う必要がある場合は、

次の報告を行う。 

①バイタルサインのデータ報告。 

②何時頃から、どのような症状（客観的）・どのような訴え（主観的）なのかを報告。 

③いつもと違う症状や状態を簡潔に報告。 

 

（３）重度化して医療行為が必要となった場合 

①原則的に医療機関の対応とするが、短期間の継続的な医療処置に関しては、医療機関

の特別指示書で訪問看護ステーションに依頼することがあります。 

②常時の高度医療の管理が必要な場合や頻回な処置が必要となった場合は、医師の判断

に基づき、入院加療となる場合があります。 

 

（４）２４時間対応の連絡体制 

夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制（協力医療機関との契約）に基づき 

看護師、医師と連絡をとって行います。 
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急変時・終末期における医療等に関する意向確認書（入居時用） 

 
病状の悪化や不慮の事故等により緊急に治療が必要と判断される場合には、原則的に

病院搬送を行いますが、慢性疾患の終末期の治療方針や急変時対応について現時点で

のご意向をご回答下さい。 

 

【確認事項】 

① 病状が急変した時の対応について救急搬送されますか。 □希望する  

                         □希望しない 

 

② 利用者の状態の現状報告、施設での対応の限界、主治医の意見をお伝えした後 

どこで最期を迎えたいですか。  

                           □施設         

                           □自宅・親族の家 

                           □病院 

 

③ 施設で看取りを希望された場合、家族はどこまで協力が可能ですか。 

                           □付き添いができる 

                           □付き添いができない 

                           □その他（      ） 

 

④ 経口での食事摂取が困難になった場合、経管栄養・胃瘻などを考えていますか。 

                           □希望する 

                           □希望しない 

                            

⑤ 食事量が徐々に低下してきた場合、点滴により栄養・水分補給することを希望します

か。 

                           □希望する 

                           □希望しない  

                            

⑥ 家族のキーパーソンが身元引受人でよろしいですか。   

                           □はい 

                           □その他の家族 

                            （         ） 
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別表 1 介護保険給付外費用 

 

金額に特に記載が無ければ、非課税となります。課税対象の金額は税抜金額を記載しています。 

 

【前払い月額利用料】 

名称 目的、使途 金額 

家賃相当額 

 

居室利用料 95,000 円 

 

管理費 事務費、共用施設の水光熱費、建物

維持管理費（EV、消防設備点検費、

植栽選定、修繕費） 

36,300 円 

 

 

※前払い月額利用料は入院等の不在期間も請求対象となります。 

※月途中に入居退居した場合は日割り計算します。 

※日割り計算方法は以下の通りです。日額（１円未満切り捨て）＝月額÷30 日 

①当該月の入居日数が 3 日以下の場合→当該月の料金＝日額×入居日数 

②当該月の入居日数が 4 日以上の場合→当該月の料金＝月額-日額×（当該月の暦日数-入居

日数） 

 

【後払い月額利用料】 

名称 使途 金額 

食費 食材費として徴収 59,070 円（税抜 54,300 円） 

内訳：朝 378 円（税抜 350 円）、昼 781 円（税抜 710 円）、 

夕 702 円（税抜 650 円）、間食 108 円（税抜 100 円） 

１日 1,969 円（税抜 1,810 円）×30 日計算 

一部軽減税率適用 

※欠食及び追加の場合は、5 日前までにお知らせください。 

 

【後払い一時的な介護費用】 

名称 使途 金額 

生活サポート費 入居後に自立（介護専用型においては要支援も含む）と

なるも、なお介護が必要な方に対する一時的な介護費

用。要支援 1 の単価を基本とする。 

2,055 円（税抜

1,869 円）／１日

単位 

【退居時の費用】 

名称 使途 金額 

クリーニング費 居室内の床、壁、洗面所、トイレ、介護用ベッ

ド、マットレスの洗浄、消毒費用。 

16,500 円（税抜 15,000 円） 

原状回復費 利用者の故意・過失、善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による

損耗・毀損が発生した場合。 

原状回復が必要な場合、利

用者と事業所が協議して金

額を定めます。 
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【料金の計算方法】

例：4/15に入居される場合
①4月分 日割り家賃相当額 95,000円 - (( 3,166円 ×30日-16日))
②5月分 家賃相当額 95,000円
③4月分 日割り管理費 36,300円 - (( 1,210円 ×30日-16日))
④5月分 管理費 36,300円

↓
①4月分 日割り家賃相当額 50,676円
②5月分 家賃相当額 95,000円
③4月分 日割り管理費 19,360円
④5月分 管理費 36,300円
合計

入居日前、遅くとも4/14迄に上記利用料を指定口座に振込頂きます。

例：付加的サービスを利用せず、入院や欠食されなかった場合（30日の場合）
①翌々月 家賃相当額 95,000円
②翌々月 管理費 36,300円
③当月 食費 54,300円 × 一部軽減税率適用

↓
①翌々月 家賃相当額 95,000円
②翌々月 管理費 36,300円
③当月 食費 59,070円
合計

指定口座から毎月自動振り替えされます。

201,336円

190,370円
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別表 2 介護保険給付費用 

第

１

号

被

保

険

者 

本人の 

合計所得金額が 

220 万円以上 

年金収入＋その他の合計所得金額が 

単身世帯で 340 万円以上、または 2 人以上世帯で 463 万

円以上 

3 割負担 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円以上 340 万円未満、または 2 人以上

世帯で 

346 万円以上 463 万円未満 

2 割負担 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円未満、または 2 人以上世帯で 346 万

円未満 

1 割負担 

本人の合計 

所得金額が 

160 万円以上 

220 万円未満 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円以上、または 2 人以上世帯で 346 万

円以上 

2 割負担 

年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が 

単身世帯で 280 万円未満、または 2 人以上世帯で 346 万

円未満 

1 割負担 

本人の合計所得金額が 160 万円未満 1 割負担 

※要支援・要介護認定を受けている第２号被保険者の方は一律１割負担です。 

 

                                        

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,879円 3,214円 5,566円 6,254円 6,973円 7,640円 8,349円

(183単位) (313単位) (542単位) (609単位) (679単位) (744単位) (813単位)

(上段：料金、下段(　)内：介護給付費単位数※6級地用)

（介護予防）特定施設入居者生活介護費（1日当たり）

単価：10.27円
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利用料金
（単位数）

Ⅰ

1,027円
(100単位)

Ⅱ

410円
(40単位)

308円
(30単位)
1,232円

(120単位)

2,567円
(250単位)

退居時
情報提供加算

退居し医療機関に入院する際、利用者の心身の状況、生
活歴等の情報を提供し紹介を行った場合に加算されま
す。

回

単価：10.27円
算定
頻度

協力医療機関
連携加算

協力医療機関と利用者の病歴等の情報を共有する会議
を定期的に開催している場合に加算されます。
Ⅰ　協力医療機関と以下の取り決めを行っています。①急
変時において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制
を常時確保している。②事業所から診察の求めがあった
場合に、診療できる体制を常時確保している。
Ⅱ　「Ⅰ」の体制がない場合です。

月

日

日

名称 内容等

若年性認知症
利用者受入加算

65歳未満の方を対象とし、個別の担当者を決めます。

退院・退所時
連携加算

医療機関等を退院・退所し、特定施設に入居した場合が
対象となります。30日以内。

 

利用料金
（単位数）

1,027円
(100単位)

2,054円
(200単位)

123円
(12単位)

205円
(20単位)

308円
(30単位)

616円
(60単位)

単価：10.27円

算定
頻度

月

日

月

個別機能
訓練加算（Ⅱ）

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定し、計画内容を厚生労働
省に提出している場合に加算されます。

①訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又は医
療提供施設の理学療法士等又は医師の助言に基づき個
別機能訓練計画作成を行い、
②計画に基づき、機能訓練指導員等が実施し、
③リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計
画の状況を3ヶ月に1回評価し、見直します。

上記①～③に加え、理学療法士等が事業所往訪し共同
で計画作成した場合に対象となります。
個別機能訓練加算　算定時は100単位となります。

生活機能向上
連携加算（Ⅰ）

生活機能向上
連携加算（Ⅱ）

個別機能
訓練加算（Ⅰ）

①常勤の機能訓練指導員を１名配置しています。
②職員が共同で計画を作成し機能訓練を実施します。
③3ヶ月毎に評価を行います。

ADL維持等加算
（Ⅱ）

上記①～②を満たし、③の平均値が3以上である場合に
算定できます。

ADL維持等加算
（Ⅰ）

①利用期間6か月以上の方は10人以上であり、
②利用開始月と6月目に機能訓練指導員が「Barthel
Index」を測定し、厚生労働省にデータを提出し、
③6月目のADL値から利用開始月のADL値を控除して得
た値を用い、一定の基準に基づき算出した値の平均値が
１以上である
場合に算定できます。

名称 内容等
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利用料金
（単位数）

205円
(20単位)

410円
(40単位)

単価：10.27円
算定
頻度

月

月

名称 内容等

科学的介護
推進体制加算

①利用者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状
況その他心身の状況を厚生労働省にデータを提出し、
②必要に応じて計画を見直すなど、有効にデータを活用
している
場合に算定できます。

口腔・栄養
スクリーニング加算

①6ヶ月毎に口腔の健康状態について確認を行い、その
情報を介護支援専門員に提供した場合、
②6か月毎に栄養状態について確認を行い、その情報を
介護支援専門員に提供した場合、
いずれも実施した場合に算定できます。

 
〇看取り等
具体的な内容は「重度化した場合における対応に係る指針」を御確認下さい。

利用料金
（単位数）

184円
(18単位)

92円
(9単位)

※要介護1～5の方のみ対象となります

名称 内容等

夜間看護
体制加算（Ⅱ）

①常勤の看護師を１名配置しています。
②事業所の看護職員又は外部の医療機関等と連携し、に
より24時間体制を確保し、健康上の管理を行う体制を確保
しています。

夜間看護
体制加算（Ⅰ）

①常勤の看護師を１名配置しています。
②夜勤を行う看護職員を１名以上配置し、健康上の管理
を行う体制を確保しています。

単価：10.27円

算定
頻度

日

 
「夜間看護体制加算」と連動します。

利用料金
要件 （単位数）

739円
(72単位)
1,478円

(144単位)
6,983円

(680単位)
13,145円

(1,280単位)
5,874円

(572単位)
6,613円

(644単位)
12,118円

(1,180単位)
18,280円

(1,780単位)

死亡日

死亡日以前
31日以上45日以下

単価：10.27円

算定
頻度

日

死亡日以前
４日以上30日以下
死亡日以前
2日又は3日

死亡日

死亡日以前
31日以上45日以下
死亡日以前
４日以上30日以下
死亡日以前
2日又は3日

名称 内容等

当施設で看取り介護を行い、お
亡くなりになる以前の右記期間
が加算対象となります。

看取り介護加算
（Ⅰ）

看取り介護加算
（Ⅱ）

上記に加え、加算算定期間に看
護職員が夜勤または宿直を行っ
た場合に算定されます。
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利用料金
（単位数）

369円
(36単位)

225円
(22単位)

225円
(22単位)

184円
(18単位)

61円
(6単位)

名称 内容等

入居継続
支援加算（Ⅰ）

①痰吸引等が必要な利用者が15％以上、
②尿道カテーテル留置等が必要な利用者が15％以上、
①又は②の何れかに該当した後、
③介護福祉士の員数が、利用者6：介護職1　以上配置の
場合に算定されます。

サービス提供
体制強化加算(Ⅲ)

入居継続
支援加算（Ⅱ）

上記の①又は②の利用者が5％以上であり、③を満たす
場合に算定されます。

サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)

①介護職員の内、介護福祉士の割合が70％以上、又は
勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25％以上で
す。
②介護サービスの質の向上に取り組んでいます。

サービス提供
体制強化加算(Ⅱ)

介護職員の内、介護福祉士の割合が60％以上です。

介護職員の内、介護福祉士の割合が50％以上、又は
看護、介護職員の内、常勤職員の割合が75％以上、又は
直接処遇職員の内、勤続年数7年以上の割合が30％以
上います。

単価：10.27円

日

日

算定
頻度

 

利用料金
（単位数）

30円
(3単位)

41円
(4単位)

日

算定
頻度

単価：10.27円

認知症専門
ケア加算(Ⅱ)

上記「認知症専門ケア加算（Ⅰ）」を満たし、「認知症介護
指導者養成研修」修了者を１名配置し、認知症ケアの定
期的な研修を実施している体制です。

認知症専門
ケア加算(Ⅰ)

①「認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ」以上の利用者が
100分の50以上
②上記の対象利用者20人未満に対し、「認知症介護実践
リーダー研修」修了者が１名以上配置されている。（以降、
対象利用者が10人又はその端数を増すごとに1名）
③認知症ケアに関する留意事項、技術指導の会議を定期
的に開催
何れにも該当する体制です。

名称 内容等
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利用料金
（単位数）

102円
(10単位)

51円
(5単位)

2,464円
(240単位)

新興感染症等
施設療養費

厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対
応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当
該感染症に感染した利用者に対し適切な感染対策を行っ
た上でサービス提供した場合に算定されます。※５日迄

日

高齢者施設等
感染対策向上加算Ⅱ

「感染対策向上加算」に係る届出を行った医療機関から、
３年に１回以上、感染者が発生した場合の対応に係る実
地指導を受けている場合に加算されます。

単価：10.27円

名称 内容等
算定
頻度

高齢者施設等
感染対策向上加算Ⅰ

①第二種協定指定医療機関と新興感染症の発生時等の
対応を行う体制を確保
②協力医療機関と新興感染症以外の感染症の発生時等
の対応を取り決め、発生時に協力医療機関等と連携し適
切に対応
③「感染対策向上加算」に係る届出を行った医療機関が
定期的に行う感染対策に関する研修又は訓練を１年に１
回以上参加
以上何れも満たす場合に加算されます。

月

 

利用料金
（単位数）

1,027円
(100単位)

102円
(10単位)

単価：10.27円

名称 内容等
算定
頻度

生産性向上
推進体制加算Ⅰ

①「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」の
開催や、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイ
ドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている。
②「①」の活動による業務改善の成果がデータにより確認
されている。
③見守り機器等のテクノロジーを複数導入している。
④職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手活用等）
取組を行っている。
⑤１年に1回、業務改善の取組よる効果を示すデータ提供
行っている。
以上の要件で加算されます。

月

生産性向上
推進体制加算Ⅱ

①上記「生産性向上推進体制加算Ⅰ」の「①、⑤」に適合
している。
②見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している。
以上の要件で加算されます。
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〇従業者の総合的な処遇改善 

名称 内容等 単位数等 

介護職員等 

処遇改善 

加算Ⅰ 

①介護職員等の処遇改善に関する計画を策定しています。 

①-1 加算額の 1/2 を毎月の定例払いに充当しています。 

①-2 経験技能のある介護福祉士を配置し、処遇改善後に年

額 440 万円の賃金にしています。 

②介護職員等に周知したうえで、都道府県及び市区町村に

届出ています。 

③処遇改善加算相当分の賃金改善を行っています。 

④年度毎に都道府県及び市区町村に処遇改善の実績報告

を行っています。 

⑤労働基準法の罰金以上の刑に処せられていません。 

⑥労働保険料の納付を適正に行っています。 

⑦-1、2 介護職員の任用時の職責及び職務内容を書面に定

め周知しています。 

⑦-3、4 介護職員の資質向上の研修を計画し、実施又はそ

の機会を設け、周知しています。 

⑦-5、6 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕

組み又は一定の基準に基づき定期で昇給する仕組みを設け

ています。 

⑧計画期間中に実施する処遇改善の内容及び費用を全職員

に周知しています。 

⑨処遇改善計画の内容をインターネット等の活用により公表し

ています。 

⑩入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ、サービス提供体制強化加算

Ⅰ又はⅡを算定しています。 

総単位数の 

128/1000  

介護職員等 

処遇改善 

加算Ⅱ 

上記「介護職員等処遇改善加算Ⅰ」の「①～⑨」の要件に該

当しています。 
総単位数の 

122/1000  

 

 

《地域区分ごとの報酬単価》 ３級地 ： 10.68円    ６級地 ： 10.27円 

１級地 ： 10.90円     ４級地 ： 10.54円    ７級地 ： 10.14円 

２級地 ： 10.72円    ５級地 ： 10.45円    その他 ： 10.00円 

(注) 実際の料金は、１ヶ月間にご利用されたサービスの【介護給付費単位数】の合計に【介護給

付費１単位に対する単価】を乗じ、１円未満を切り捨てた金額になります。 

詳しくは、後記の計算方法をご参照願います。 
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【料金の計算方法】

(例)（要介護２）の方が外泊等無く、１ヶ月間３０日利用した場合

①　１ヶ月間に利用されるサービスの介護給付費単位数を集計します。

要介護２ 609単位 ×１ヶ月間の利用回数30回=

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）　総単位数に適用された乗算率を当てはめます。

×１２２／１０００= 2,229単位

（総単位） 合計
（処遇改善加算（Ⅱ）単位） →

②前項の介護給付費の合計単位数に、地域区分ごとの報酬単価を乗じた金額
（１円未満切捨て）がその月のサービス利用料です。

×単価 10.27円 =

【利用者のご負担金】
負担割合につき、自治体より発行される「利用者負担割合証」をご確認願います。
利用者には、原則として、介護保険による給付金額(通常、利用料の９割から７割、
１円未満切捨て)を差し引いた差額分をご負担いただきます。
①   1割負担の方

②   2割負担の方

③   3割負担の方
利用料210,524円 － 給付額210,524円×8割 ＝ 負担額42,105円

利用料210,524円 － 給付額210,524円×7割 ＝ 負担額63,158円

20,499単位 利用料210,524円

利用料210,524円 － 給付額210,524円×9割 ＝ 負担額21,053円

18,270単位

18,270単位

18,270単位
2,229単位 20,499単位

 
※サービスの利用について、公的介護保険の適用がある場合には、消費税は非課税です。 

(公的介護保険対象外のサービスを希望される場合は、別途消費税をいただきます。) 

※公的介護保険対象外のサービスを利用される場合は、利用者には対象外のサービス利用料金

額をご負担いただきます。 
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※利用者に重要事項の説明を行いました。 

 

説明年月日        年     月     日 

説明を行った場所  

重要事項説明書の内容について変更が生じた場合、その内容を文書で通知します。 

 

事 業 者 

   事 業 者 名    株式会社 ケア２１ 

   所 在 地    大阪市北区堂島二丁目２番２号 

   代 表 者 名    代表取締役 依田 雅              

 

   事 業 所 名    介護付有料老人ホーム プレザンメゾン明石魚住   

 

説 明 者                             

 

※私は、事業者より重要事項の説明を受け、同意し受領しました。 

 

利 用 者 

 

氏 名                                

 

代 理 人 

   住 所                                

 

氏 名                                

 

   続  柄 （                               ） 

 

 


